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スミスにおける貨幣 • 利 子 • 公債

—— 貨幣的経済の古典的•批判的認識——

飯 田 裕 康

I 問題の所在

経済学の生誕が歴史的には18世紀の西欧経済社会のありようと密接に結びついていたことはいう

までもないが，とりわけ17, 8世紀の貨幣的な社会の展開との関係は，まずそれを捉える理論的梓
( 1)

組の未整備とともに，経済学の生誕の問題と関連して十分理論的に検討されてきたとはいいがたいC 

そのことはアダム.スミスの評価に関連してもこれまでの研究を大きく制約してきているように思 

われる。小論は，スミスの公債論に着目し，かの時代のr貨幣的」問題の集中点である公信用論の 

.諸位相のなかに，スミス経済学の特徴の一端を見ようとする試みである。

18世紀の経済社会，といっても地域的な差異を無視してこれを.西欧に限定してさえ一般化するこ 

とはできないが，その社会は，大凡のところ伝統的な土地経済と貨幣経済との重層的な構造を持っ 

社会として，さらにはそうした経済構造と相互作用的に展開する多元的な価値体系の入り組んだひ 

とびとの意識構造が示される社会として特徴づけることが可能であろう。確かに18世紀は「啓蒙 

の時代」ではあったが, 人々の意識と生活• 行動との間に大きな乖離を残した時代でもあった。し 

たがって，この時代の全体參の提示はきわめて困難な課題である。そのことは貨幣的な社会の;i i相 

にかんしてさえいくとおりもの理解の系譜を生み出して現在に至っており，この点でもまた，この 

時代の統一的な理解を困難にしている。なにより，貨幣経済に着目することは，多層かつ多方向の 

行動とコミュニケーションをそれが唯一統合しえたかのような幻想を生み出しつつ，ある時期には 

「経済」の唯一の実体ともなっていたからである。

このことは，貨幣的問題のうちで，とりわけ18世紀的な啓蒙的絶対主義国家の存立に欠くことの 

できない要因のひとつであったr公信用」問題についても例外ではない。いうまでもなく，近代国 

家の生誕は，従来の封建国家の財政基盤からの決定的な離脱によって達成される。しかし，これ自 

体がきわめて矛盾に満ちた過程に支配されていた。それは，近代国家の生成と一面かかわりなく展

厂三田学会誌」83卷4号 （1991年 1月）

注 〔1 ) ここで筆者は，従来の重商主義研究を念頭においている。重商主義研究には，周知のとおりいくつ 

かのコンテクストがある。とりわけ経済思想史や経済学史の観点からする重商主義研究には，貨幣的 

な社会をr前期性」に解消する傾向が強い。小稿は貨幣的経済への関心の連続性の一面を検討するこ 

とによって「前期」的性格の漸進的な転換をも見ようとするものである。
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開する「資本」の論理に制約されて，原理的統合性を欠いた貨幣のまったく異なった方向への流れ
( 2 )

と集積とに大きく左右されたからである。支払決済の手段としての貨幣の配分機構.ニ金融市場を未
( 3 )

だもたないこの時代においては，民間信用と公信用とを明確に区別するindexは存在していない。
( 4 )

また，収税機構も漸く近代的なそれへ転換する過渡期にあって，十分に作動していない。

17世紀のイギリスにおいて，かの金匠銀行業者（goldsmith banker)力;，チャールズ2 世の国庫支 

払停i t  (1672年）によって破旋するまで，かれらが享実上財政機構の重要な補完的な構成要因であ 

っナこことは夙に知られているところである。また，金匠銀行業者は，近代的信用制度発展の重要な 

要因となった信用手段である信用貨幣の形成と展開に大きな役割をはたした。国庫とロンドンの金 

匠によって形成された当時の「金融市場」は，部分的ながらも割符（Tally)等の「債券」の流動化 

機構を軸にしたものであって，王室財政資金の調達機構に寄生した市場であった。したがって，そ

のことは，当時すでにその「貨幣」的役割りにかんする認識に大きな変化の生じつつあった為替手
( 6 )

形等の商業上の金融手段の発展を妨げていたといって過言■ではない。 ここに生じていたのは「信
( 7 )

用」にかんする特異な考え方であった。それは，当時すでに地方の産業の発展に即応して生成しつ

つあった近代的な信用制度が展開した信用観とは著しく異なるものであって，国庫の資金調達を前

提に編成された一方向的な信用関係が，この「信用」概念の享実的な背景をなしていた。貨幣不足

といわれた当時の現実の背後にあった関係は，このようなものであったといえよう。このような状
( 8 )

況は，実際にはいわゆる「財政革命」によって助長された。ジョン.ローの企画とその破維とにそ 

の頂点を見いだしうるこの革命は，landed interestsと monied interestsとの二つの階層を社会 

的に定着させることとなり，貨幣の流れを大きく 2 分してしまった。 industryへの認識の漸く緒

注 （2 ) スミスは，『法学講義』において，しぱしぱ貨幣の集積をもって「富裕」の増進と考える見方を批 

判している。この立場は無論『国言論』にも引き継がれてはいるものの，スミスの貨幣的なものへの 

関心の度合いを知る上で興味深い。cf. Smith, LJ (B) p.513f.

(3 ) R. Ashton, Crown and the Money Market. London 1960 によれぱ，当時の ロ ンドンの貨幣市場 

は，財政資金の調達のためにあった。

( 4 ) 後に示すように，土地税，関税および内国消費税というこの時代の主要な歳入源泉の推移を見ても， 

このことをある程度推測しうる。
17, 8世紀の収税機構については，すでに Pressnellによってその金融的側面が指摘されている。

イギリス地方銀行の出自の一*̂ ^としての徴税人の金融業務が，開明な農村在住のgentlyの活動にと 

っていかにnegativeなものであったかについては，彼 の Count" Banking in the Industrial Re

volution. 1954を参照のこと。

( 5 ) イギリスにおける信用貨幣の展開にかんしては，R. D. Richards, The Eary History of Banking 

in EMgland. W 29に, その古典的な研究を，さらにその批判的な検討によって，信用貨幣の事例研 

究に先鞭を付けた楊枝嗣朗『イギリス信用貨幣史研究』九大出版会1982年があろ。

( 6 ) トマス. マンは『外国貿易によるイギリスの財宝』（Thomas Mun, Eugland's Treasures by Fo

reign Trade. 1664)においてすでに譲渡性の為替手形の貨幣代替的役割を強調している。

( 7 )  「紙券信用は，当座現金 running cashに代わって供給されるだけではない。 たいていは王国の債 

券によって倍加されるのである。」Charles Davenant, A Memoriall concerning Credit 1969 in: 

Two Manuscripts by Chafes Davenant ed. by A. P. Asher. Baltimore 1942 p. 68.

(8 ) Dickson, P. G. M., The Financial Revolution in En^and. A Study in the Development of Public 

Credit 1688- 1756 .  London 1967. と く に第1享を参照。
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につくこの時代に，貨幣的なシステムの分裂状況は，社会的に多くの損失をもたらした。ここに公 

信用への新たな非難が燃え上がることとなったのである。

n 公債問題（1)

近代的な公債制度の意義について，マルクスは周知のとおりr本源的蓄積」論のなかで，「いま

や本源的蓄積のいろいろな契機は，多かれ少なかれ時間的な順序をなして，ことにスペイン，ポル

トガル，オランダ，フランス，イギリスの間に分配される。イギリスではこれらの契機は17世紀末
( 9 )

には植民制度，国債制度，近代的租税制度，保護貿易制度として体系的に総括される。」として公

債制度を位置づけ，つぎのように明確な意« づけをおこなった。

「公債は本源的蓄積の最も強い植杆の一つになる。それは，魔法の杖で打つかのように，不妊

の貨幣に生殖力を与えてそれを資本に転化させ，しかもそのさいこの貨幣は，産業投資にも高

利貸的投資にさえもつきものの骨折りや冒険をする必要がないのである。国家の債権者は現実

にはなにも与えはしない。というのは，貸し付けた金額は，容易にSI渡されうる公債証書に転

化され，それは，まるでそれと同じ額の現金であるかのように，彼らの手のなかで機能を続け

るからである。しかしこのようにしてつくり出される有閑金利生活者の階級や，政府と国民

との間に立って仲介者の役を演ずる金融業者たちの即製の富は別としても一 また，いつでも

国債のかなりの部分を天から降ってくる資本として利用する徴税請負人や商人や私的工場主の

即製の富は別としても—— 国債は，株式会社や各種有価IE券の取引や株式売買を，一口にいえ
(10)

ぱ，証券投機と近代的銀行支配とを，興隆させたのである。」

マルクスによれぱ，公債制度は資本の本源的蓄積を押し進める主要な契機の一つであり，また不 

可欠な手段でもあった。しかし，公債そのものが産業資本に転化されるといっているわけではない。 

むしろ近代的信用制度の生成への，したがって近代的貨幣資本の蓄積機構を準備するための不可欠 

的な階梯の一つと位置づけているとしてよいであろう。この過程は，前節で触れたように二重の意 

味を持った過程である。それは，マルクスが明確に指摘しているようにま:実上は限定された範囲に 

せよ有価証券の流通という新たな現象を作出し，それ自体が「富」の形成であるかの幻想を生みだ

注 （9) Karl Marx, Das Kapital, Bd.1779 ,邦訳大月書店版第2分冊980ページ。以下『資本論』から 

の引用は原言ページのみを記載する。

(1の Karl Marx, Das Kapital, Bd .1 782-3.

またさらにマルクスは，「国債とともに国際的信用制度も発生したが，それはしばしばあれこれの 

国民のもとで本源的蓄積の隠れた源泉の一'<：：?になっている」（a. a.O.s. 784-5)とか，「国債は国庫収 

入を後ろだてとするものであって，この国庫収入によって年々の利子などの支払がまかなわれなけれ 

ぱならないのだから，近代的租税制度は国債制度の必然的な補足物になったのである0」(a. a. O. s. 

784)とかと述べている。これらによって，いわゆる資本の本源的蓄積におけるr貨幣」的なものの位 

置と比重とをおおよそ推測することができよう。またさらには，ドッブの本源的蓄積期における「準 

備期」の概念が想起されてよい。（cf. Dobb, M., Studies in the development of capitalism, 1946 

Ch. 5).

---42 CS42)----



すような過程であり，他方において，そのような流通部面への国民的な批判を制度的に実現するも

のとして，近代的信用制度への強い希求が生成することにもなるのである。このような2 面性を根

底に据えてこそ，公債をめぐる議論を評価しうるのである。すなわち，ここには二様の信用観が享

実上形成されている。一'"3は公信用そのものというよりもそれに帰結するものであり，いまひとつ

は，それから絶えず離反しようとする方向のなかで形成される信用観である。われわれはこれを，

ここでは敢えて17-8世紀にわたるr貨幣的経済」にかんする二様の見方の並存として捉える。そし

てスミス公債論もこの文脈上でのみその意義を問うことができると考える。煩雑さを恐れず敢えて

ふたたびまとめるならぱ，この時期の公信用は，形成期の信用制度の中核を構成したといってよい
(12)

のであって，信用制度の作動そのものが公信用を基盤としたということである。

さて，上記のようなS 本的枠組が設定しえたとして，われわれはまずヒュームの公債論を一整す

ることで，このことの具体的表出とその論理とをあきらかにしてみたい。

ヒュームは『政治論集』（1752年）において，「公信用について」なる論稿を成して，公債制度を強
(13)

く批判する。ヒュームはここでも古代の* 例を範としつつ，国家に十分な資金上の備えが存在する

段階とそうでない段階とを区別し，r この現代にあってごく一般的となっている方策は， 国家の歳
(14)

入を抵当にいれることであり，祖先が契約した債務は子孫が返済するものと信頼することであるJ
(15)

とする。 そしてこのことが，r貧困と無気力と外国諸勢力への服従をもたらす」がゆえに危険であ 

るとの基本的立場を表明する。ヒュームの公債制度にかんするここでの根本的な疑問は， < 国家は 

公債のために衰退しないか> という政治体（body politics) としての国家そのものに対する問題の提 

出であったが，それと同時に公債制度すなわち公信用制度の構造にかんして以下のような彼なりの 

分析を加えている。

(11)

注 （1 1 )われわれはこの点で，大塚久雄氏がこれらを一般的にr前期的資本」として特徵づけられているこ 

とに留意すべきであろう。当然ここにはいわゆる擬制資本も含まれるが（例えば大塚久雄『大塚久堆 

著作集』第1巻)，擬制資本がいわゆる利子生み資本の性格を最もよく表していることからすると， 

擬制資本を敢えて前期的なものと「近代的」なものとに区別する積極的理由は存在しないように思わ 

れる。

( 1 2 )仙田左千夫氏は『イギリス公債制度発達史論』1976年においてマルクスの本源的蓄積論を公債制度 

を中心に整理され，本源的蓄積過程における「貸手」の性格を分析されているが（前掲書，204ペー 

ジ以下)，信用制度の展開に対応した貨幣資本の独自な蓄積と絡めて検討されず，機械的に高利貸資 

本やその前期性に解消されている。

(13) 「平時にあって軍需品を準備し，さらに制服や防衛の手段として手許に財宝を保蔵し，争乱と混乱 

との時代には臨時の課税に頼らず，まして借り入れなどには頼らずに済ませるということは，古代に 

はよく実行されていたことだったと思われる。」（；David Hume, Political Discourses 1752ここで利 

用したヒュームのテキストは，Dauid Hume, Economic Writings ed, with an Introduction by 

Eugene Rotwein New York 1955 p.90田中敏弘訳『ヒューム政治経済論集』御茶の水書房1983年 

109ページ。以下Hume, Economic Writings p.90109ページと略記する。）なお，小稿とは視点をこ 

とにするものの， ヒュームの『政治論參』についての有益な情報を提供され，ヒュームの流通論およ 

び公債論に注目した竹本洋「D .ヒュームの『政治論集』にかんする試論(1)」「大販経済大学論集」第 

196号，1990年を參照。

(14) Hume, Economic Writings p. 90 110ページo

(15) Hume, Economic Writings p.91111ページ。
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まず，ヒュームの公債把握は以下のようになる。

「公債はわれわれにとって一種の貨幣となり，時価で金銀と同じほど容易に流通している。な

にかしら有利な享業が現れる場合にはいつも，いかに経費がかかろうと，それに応ずるだけの

人に決してこと欠かない。かなりの金額を公債で持っている商人は，最も大きな取引でも，そ

れを手がけるのに心配はいらない。… 要するに，わが国の国債は，貿易商人達の手中で絶え

ず増殖し，彼の貿易の利潤のほかに確実な利得を生み出す一種の貨幣を，彼に与えるものであ

る。このことは，かれがヨリ低い利潤< 率> で貿易をおこなうことを可能にするに違いない。

貿易商人のこの低利潤< 率> は，財貨をいっそう廉価にし，ヨリ大ぎい消費を呼び起こし，庶
(16)

民の労働を促進し，技術と産業とを全社会のすみずみにまでひろげるのに役立つのである。」

ここには， さきにわれわれがみたように公債の流通残高の増大が，独自の流通機構によって支え

られ，新たな利得源泉を用意し，それを利用する貿易商人の手によって結果的にindustry力’、増進

されると考えられている。このことと国家を破減に導きかねない公債制度のいまひとつの側面とは

いかに調和するのであろう力んそれは，公債を「一種の貨幣」として認識すること，そのもの0 な

かにあるのではなかろう力、。この引用からあきらかになる事態は，公債がそれに投じられた現金通

貨とは異なって「架空の」価値を持って流通するということと， その架空の価値を基準として，
(17)

(現実）資本 real cap ita lとなるべき貨幣資本が調達されるということである。

ところがヒュームは，他方でつぎのようにいう。

r公債は一種の紙券信用であるから，この種の貨幣にともなう不利益をすべて持っている。公 

債は国の最も重要な商業から金銀を駆逐してそれらを一般の流通に移し，それによってすベて
(1P)

の食料品と労働とを，そうでない場合にきまるべきところよりも高価にする。」

ここには，二つのS 要な論点がある。ひとつは公債を「一種の紙券信用」と捉えていること。い

まひとつは貨幣の流適部面を二つに分けていること。

第 1 の論点については，ヒュームはこれ以上の記述を与えていないが，公債が結果的に紙券信用

であるとの認識は，ヒュームの信用制度理解を示すものとして興味深いものがある。ヒュームは，

同じ『政治論集』の r貨幣について」において，貨幣（ニ信用）管理機能を果たしうる国営の銀行 
(19)

を求めているが，それは紙券信用が一般に—— ヒュームの貨幣数量説の立場からして—— 「労働と

財貨とにたいするS 然的な比率以上に貨幣を増加させ，その結果，商人と製造業者とにたいしてそ
(20)

れらの価格を高騰させて，国民に不利益を与えるに違いない」からなのである。貨幣数量説的な観

注 （16) Hume, Economic Writings p. 93 113ページ。

( 1 7 )この点の議論は，マルクスがいう，r利子生み資本の投下対象としての有価証券」なる論点を先取 

りするものでもある。（（Marx, Das Kapital Bd. 3 Kap. 29).

(18) Hume, Economic Writings p. 95 115 ページ。

(19) Hume, Economic Writings p. 35 36ページ。

(20) Hume, Economic Writings p. 36 36ページ。ちなみに，ヒュームの紙券信用論の核心は，「労働の 

低fffi格と紙券信用の消減との結果生ずる国民的利益」なる点にあろう。〔Hume, Economic Writings 

p. 35 36ページo)
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点から紙券信用をコントロールすること，このような前提に立って先の引用を見れば，ヒュームが 

公信用と紙券信用すなわち信用創造とを正貨specieに代わる貨幣として押さえようとしているこ 

とは明白であろう。

第 2 の論点は，商業的な流通が公債を担保とした信用によって賄われるにいたると，正貨流通は

その分野から,駆逐されて正貨流通がいわゆる最終流通に次第に限定されざるをえないことをあきら

かにしている。すなわちヒュームはここにかれなりの流通二分論を提示し，紙券信用によって覆い

尽くされる分野と「貨幣」= 正貨の流通領域とを区分する。それのみならず最初の引用から明らか

なように，それに公債証券の流通領域を重ねることによって，この領域を軸に組み立てられる「貨

解」流通の構造（通貨構造）を提示したといってよいであろう。それによってはじめて，ヒューム独
(21)

自の公債制度批割の理論基準が提示されたのである。
(22)

ヒュームの公債制度批判は，これまでもしぱしぱ指摘されてきているように，政治体としての国

家にそれが及ほ'す害悪と，その結果として生ずる国家の対外的な力の衰退への大きな危惧とにあっ
(23)

た。ヒュームは公債を「最高にして最も重要な性質の害悪」としているが，それはただ漠然と政治 

体としての国家を念頭において主張されているわけではなく，どの社会においても維持されるべき
(24)

社会諸階層間の均衡がそれによって崩されることへの危機意識に支えられていたのである。ヒュー 

ムによれば，それは公債が租税を担保として発行されたり，公債の利払いのために税が新たに課さ 

れたりすることによって者実に進行するものと考えられたのである。だから彼にあっては，政治体 

を維持する内的な要因が貨幣的すものと深く絡み合っていることの認識こそ，根底におかれていた 

のである。

公債制度はヒュームの元来の考え方からすれぱあってはならない制度である。けだし国家がそ 

の蓄え以上に財政を拡張すること自体，すでに政治体としてのすなわち統治過程を通じての人民と 

かかわる主体としての国家のなすべきこととは考えられていない。しかし，現実の〔名誉革命体制下

注 （2 1 )なお，田中敏弘氏は，同氏訳『ヒューム政治経済論集』への解題「ヒュームにおける < 人間の科 

学> と『政治経済論集』」において，「彼の公債批判では，経済学的批判よりも，政治•外交的不利益 

に対する批判のほうが重視されており，公債の与える国内外における政治• 社会的影響を分析して， 

それがいかに国内および国外における政治• 社会的不安定をもたらすかを明らかにして，政府の公債 

政策，国際政治の転換を強く求めているのである」（362ページ）。確かに，田中氏の指摘されるとお 

り，ヒュームは政治体にとって公債制度がいかに悪影響を及ぽすかを指摘し，批判を展開するが，問 

題はそのこと自体にあるのではなく，なぜ，政治問題であるのかをヒュームの論理に即してあきらか 

にすることである。ヒュームはそのさい経済と政治とを区別して論じているようでありながら，実際 

にはまず経済的な問題として公債問題が捉えられ，政治批判の基準の提示がなされているのではなか 

ろうか。
( 2 2 )例えば，E. L. Hargreaves, The National Debt. London 1930 p. 75 一ノ瀬篤ほか訳『イギリス国 

債史』1987年78ページ。

(23) Hume, Economic Writings p. 96 116 ページ。

( 2 4 )ヒュームはつぎのようにいう。「どの社会にあっても，そのなかの労働する階層と怠惰な階層との 

間には一定の比率が守られることが必要だからである。」(Hume, Economic Writings p.97117ペー 

ジ。）租税がこの比率を破壊する。
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の）貨幣的経済すなわち商品経済は，必然的に公債制度を内在化させてしまう要因を潜在的に持っ

ており，この点からすると公債制度は必要悪である。だから，紙券信用の方向に展開する貨幣制度そ

れ自体が内包しているものと，公債制度が内包しているものとの間には大きな差異は存在しない。

ヒュームはそう考えていたように思われる。その考えは究極的には，industryそのものの危機への
(25)

認識であったというべきであろう。

n 公債問題（2)

ヴォルテールは，『哲学言筒』のなかでロンドンの取引所をつぎのように描<。

rためしにロンドン取引所に入ってみたまえ。これはそこらあたりにざらにある法院なんぞよ

りはずっと尊ぶべき場所だが，あなたの目にされるものといえば，人間の利得のために万国の

代表者たちが！i i * している光景だ。そこでは，ユダヤ教徒，マホメット教徒，そしてキリスト

教徒が，まるで同じ宗旨の人間のやうにお互い同士を扱っていて，異教徒呼ばわりするのは破
(26)

産なんかする奴に対してだけだ0」

ここにもわれわれは「貨幣」の力の一端を見ることができる。 それは，『経済学批判要綱』にお
(27)

けるマルクスの表現を借りれぱ「共同制度」ということになろう。ヒュームの認識もこの点に達す

るものを持っていたといってよい。しかし，ヒュームはこの問題をあくまで政治体の存亡にかかわ

る問題として，したがって主体的には操作可能な問題として把握するにとどまった。これを徹底し

て 「貨幣」の論理に即して把握しようとしたのがアダム. スミスであった。ヒュームの到達したと

ころから出発して，スミスはヒュームにおいては前提であったものに達し，問題を政治体のレベル

からいま一度人間個人（市民ないし商人）のレペルに引き戻そうとする。結論を先取りしていうなら
(28) (29)

ぱ，スミスはヒュームのように公債制度の自然死も，その暴力死も敢えて求めない。スミスは,ヒ 

ュームと同様公債制度に対し批判的である。すでに1766年の『法学講義』（B)においてつぎのように 

述べる。

r この〔現在の公的債務……引用者〕1億ポンドに対する利子は勤勉な人々によって払われ，そ 

れを集めるのを仕事とする怠惰な人々を維持するのに与えられる，ということを考察すぺきで 

ある。こうしてindustryは怠惰を養うために課税される。もしこの債務が契約されなかったな 

ら，慎慮と節儉によってこの国民は現在よりもはるかに富んでいたであろう。彼等のindustrv

注 （2 5 ) ヒュームはこの点で，①税負担の増加による労働の価格の騰貴と，②外国からの庄迫に基づく産業 

活動の移転とを念頭においていた。（Hume, Economic Writings p. 97116ページ。）

(26) Voltaire, Lettres philosophiqes ou lettre anglaises avec le texte complet des remarques sur les 

pensees de pascaU Edition Gamier Paris 1951 p. 2 9ヴォルチール，林達夫訳『哲学書簡』岩波文 

庫版40ページ。

(27) Marx Engels Gesamtausgabe II-1/1 Berlin 1976 s. 147.

(28) Hume, Economic Writings p .104 125ページ

(29) Hume, Econotmc Writings p .106 127ページ。
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は，それに寄食する怠惰な人々の庄迫によって害されなかったであろう0」

この論評は，一国の富裕opulenceが貨幣の多寡からなるという重商主義的見地に対する批判の

一環としてなされたものであるが，その基調が industryの阻害にあるという点で，ヒュームと同

道である。しかしスミスはここですでにある意味でヒュームを超える視点を提示しえてもいる。

というのも，さぎに見たように，ヒュームが一国の社会（階層）構成のバランスの維持に力点をお

いていたのに対して，スミスは富裕が「慎慮と節儉J にかかるという，社会の各階層の利害を超え

た国民的な見地を明確にしえているからである。この「慎慮と節除」こそ，スミスにおける公債制
(30 a )

度への批判と評価との兩面的基準となったものなのである。

他方で，スミスはヒュームとは異なる前提から公債制度を論じてもいる。ヒュームがそれにさほ

どの信頼を置いていない商人や製造業者が，公債制度を支える基盤となっていることをスミスはあ

きらかにする。スミスはつぎのように述べる。

r商人や製造業者が大勢いる国には，必ず次のような一群の人々もまた大勢いる。すなわち，

その一群の人々の手を通って，商人や製造業者自身の資本ぱかりか，かれらに貨幣を貸し付け

たり商品を委託するすべての人々の資本も，流れてゆく。これらの資本が一群の人々の手を通

る回数は，商売もせず自分の仕*も持たずに自分の所得で暮らしている私人の収入がかれらの

手を通る回数と同じか，むしろそれより頻繁である。こういう詩人の収入がかれの手を通るの

は，普通は年にただ一度だけである。ところが，代金の回収が非常に早い取引をやっている商

人の資本や信用だと，その全額が，時には，年に2 回， 3 回，さらには4 回もかれらの手を通

ることがある。したがって，商人や製造業者が大勢いる国にはまた，もしg 分がそうしようと

決めさえすれば，巨額の貨幣を政府に貸し付ける力を、、つでも備えた一群の人々が大勢いる。
(31)

このゆえに，商業国の臣民は貸付能力を持っているのである。」

商人や製造業者と並んで膨大な資金の貸付能力を持った人々とは， のちにみるようにmonied 

interestに属する人々である。かれらが国家に対して貸付能力を持つということは，享情の如何に 

かかわらず彼等がつねになにがしかの貨幣的な蓄えを持っているということである。換言すれば， 

かれらが貨幣的な蓄えを保有しうるような機構が存在しているということである。と同時に，蓄え 

るに相応しい貨幣そのものが存在するということでもある。ここには，商人や製造業者と相互に依

(30)

注 （3の Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, ed. by R. Meek et al,Oxford 1978 p. 514 高島善哉， 

水田洋訳『グラスゴー大学講義』日本評論社1947年390-1ページ。以下，本書からの引用はLJ(A)な 

いしLJ(B)と略記する。

(30 a ) ちなみに，スチュアートはつぎのように述ぺている。

「もしかれらが際限なしに負債を増加させることを容認しかれらの契約の信義に忠実であること 

に固執するならば，国家の全財産は，ある階級から他の階級への絶えざる流動状態におかれるであろ 
う。」(Stuart, James, In Principles of Political Oeconomy, in: Works, vo l.iv ,1805, p. 4)

(31) Adam Smith, Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, vol.ii p. 910 大 

柯内一男監訳『国言論』中央公論社1475-6ページ。なお，『国富論』からの引用は以下The Gla巧0W 

Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith vol. I, vol. IT 1974 により， WN, V. 

i ii.6のように表記する。
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存しながら，商人や製造業者を通じて一国の通貨の供給に影響を及ぼしうる存在としてのmonied

interestの必然性と，そこでの貨幣の機能とがあきらかに前提されている。スミス公債論の出発点

は，このような貨幣認識の転換に置かれる。

再び先の引用文に注目してみよう。

「代金の回収が非常に早い取引をやっている商人の資本や信用だと，その全額が，時には，年

に2 回，3 回，さらには4 回もかれらの手を通ることがある」

すなわち，ここでいわれていることは，表面的には貨幣の流通速度の問題のようでありながら，

資本の回転期間の短い商人や製造業者は，そうでない人々に比べて貸付能力が高いということであ

る。いうまでもなく，資本の回転期間の短縮は商品の実現過程= 流通過程の短縮であり，それは信

用によって達成される。スミスの認識の基軸は，それが同時にmonied interestにおいて「流通」 
(31a)

する "monied cap ita l"としての貨幣資本の析出• 形成になるという点にある。無論，商人資本一 

般の活動のなかに貨幣取扱業としての一面があり，そのこともある程度は，貨幣財産の形成に資す 

るであろう。しかしこれは逆に流通過程における貨幣の流出入の調整にはなっても，社会的な富裕 

の増進に役立つものではない。したがって，ここではmonied interestを仲介としての商人や製造 

業者と借主である国家との相互依存関係こそ重要なのであり，それは商品流通に即した貨幣の単な 

る技術的操作に終始するものではない。スミスはかくて，国家が借り入れをする公信用を，あきら 

かに民間資本の運動のなかに組み入れられる範囲で考察しようとする。

では， ここでの商人や製造業者とは如何に位置づけられているのであろう力、。 スミスはつぎのよ 

うに両者の関係を捉える。

「商業や製造業というものは，正規の司法行政が行われず，国民が自分の財産所有について不 

安を感じ，契約の信義が法律によって保誰されず，国家の権威が，支払能力のあるすぺての人 

々に，債務の支払を強制するよう，いつも正しく行使されるものと考えられていない国家では， 

久しく栄えることはとうていありえない。要するに商業や製造業は，いかなる国にあっても， 

政府の正義にたいしてある程度の信頼がなくてはならなJ 

ここにみられるように，スミスによれば政府と商業や製造業との間には，所有権の安定を軸とし 

た 「正義」にもとづく信頼関係が存在しており，それを根拠にして両者の間に信用関係が形成され 

る。公信用はしたがって，商業社会と市民政府との両両相まった発展の結果なのである。かくて， 

この引用文の前半が，近代的信用制度の契約的ないし市民法的背景をあきらかにしようとしている 

ことも納得されうるところである。政府が借り入れをなしうることと，政府が国民の所有権を保護 

することとの間には，monied interestの存在を媒介とした密接な連繁が存在したのである。スミ 

スが公債制度をヒュームのように全面的に悪としなかったのは，以上の理由によるのではなかろう

注 （31a ) 周知のように， リカードウは，このような「資本」を明確に認識していた。（リカードク『経済 

学および課税の原理』（第4章)）

(32) WN. V.V.3大河内一男監訳『国富論』中央公論社1476ページ。
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(33)

か。

〔補説〕英国財政の現状：

ヒュームは先にみた『政治

論集』において，公信用か租

負税担という点で社会構成員

間に不均衡をもたらすとして，

それを批判したが，それと同

時に租税制度のあるべき姿を

消費税Excise中心のシステ

ムとし，広く公平に課税する 
(34)

ことの必要性を力説している。 

名誉革命体制のもとでの英国 

財政が，公債制度に支えられ 

るものであることは広く承認 

されているが，17世紀末から 

18世紀中葉にかけて財政全般 

の様子は大きく変わった。こ 

の変化が，スミスとヒューム 

の公信用観の差異に一部反映 

していると考えられる。

まず，歳入から:みてみる 

と：
(35)

ここに掲げる3 つの図から 

あきらかなように，名誉革命 

体制下の財政が，歳入面から 

みる暇り，その中心を士地税 

から次第に間接税に，すなわ 

ち内国消費税（Excise) にウ

図 1 英国財政（歳入） 1692—1700年 （100万ポソド）

図 2 英国財政（歳入） 1751—1760年 （100万ポンド）

図 3 英国財政（歳入） 1761—1770年 （100万ポンド）

注 （3 3 )ハーグリーヴスは，ヒュームとスミスとの公債論の基調はともに悲観的であるとするが，疑問であ 

る。（Hargreaves, op. cit. p.76ハーグリーヴス前掲書77ページ）。

(34) Hume, Economic Writings p.97 117ページ。

( 3 5 )いずれも，Mitchell,B, R, and Ph. Dean, Abstract of British Historical Statistics, Cambridge 

1962による。
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cc-イトを移動させつつ発■展してきている 

ことは明瞭である。1692年から1700年に 

かけてについてみると，97年の歳入の急 

激な落ち込みをも含めて，土地税が各年 

とも約40-50%に上っている。これ力:， 

1750年代では30%代に，さらに60年代で 

は25%から10%にまで低下する。それに 

対して，関税及び消費税は順調に伸び， 

1700年の歳入各項目に占めるその比率は 

25%弱であったものが，1751年，1962年 

には約50% 代にまで増加しているのであ 

る。またその規模もおおよそ安定してい 

るといってよいであろう。

他方歳出はどうであろう力、。

歳出総額の推移を見ると，1960年代か 

ら1700年代の前半期にかけては歳出の規 

摸は大きく変動し，安定的ではない。さ 

らに，歳出中の利払いを見ると年々10% 

内外で増加している。また，全体として
図 5 公憤費比率1751—1760年 0 0

長期公債への利払いが，財政支出中の利払いを押し上げている。その後，18世紀に入って歳出の規 

摸は年々増加倾向をたどっているが，1750年代，60年代と時代が進むにつれて利子支払は適減傾向 

を示す。

ヒュームが主張した課税の公平には，内国消費税こそそのための有効な手段だとする。彼の主張
(36)

の限りではそれは次第に実現される傾向にあったといってよいように思われる。しかし，ヒューム 

が英国の財政構造が比較的安定する方向に発展する過渡的な時代を見ていたのにたいして，スミス 

は，わずかの違いであったとはいえ公債制度を含めて英国財政制度全般の安定性を看取しうる段階 

にいたということは，十分考慮されるべき論点であろう。

注 （36) 内国消費税の歴史的役割については， 隅田哲司『イギリス財政史研究』1971年。同氏によれば，

厂内国消費税がすぐれて国家の財政主義の所産であった」（40ページ)。いわば財政の基本構造にかか 

わる税制であったということになる。

( 3 7 )とはいえ，スミスは「政府は，どういう租税なら必要なだけの収入をあげられるかが，よくわから 

ない」OVN, V .iii.37,大河内一男監訳『国富論』中央公論社1494ページ。）として，国庫収入掌握 

力の不完全さにB及している。
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i n スミス公債論と貨幣的経済—— 公度と公信用——

これまで見てきたところから明らかなように，公債問題は重商主義期の貨幣的経済が内包する矛

盾を一身に引き受けたものであったといってよいであろう。だからヒュームのように，純粋に貨幣

流通上の問題と，貨幣流通が資本流通と絡む，いわば信用（貸借）制度と貨幣制度との接点の問題

を明確に区別し，あくまで前者の観点から公債= 公信用制度を裁断する必要もあったのであろう。

このような問題がスミスにいかに受け継がれたのかを立ち入って見ることに先立って，公債問題と

公信用問題とが，各々の位相を、かに形成しているかをあきらかにしておきたい。

スミスが『国富論』第5 篇第3 章において明確に指摘しているように，公債の榮行によって財政

資金を調達し，財政上の必要を満たすという慣行は，近代国家に固有のものである。あるいは少な

くとも，近代国家に移行しつつある段階の国家に固有のものである。そのさい公債がなにゆえ発行

されるのか，いかなる形態の公債を発行するのかは，国家の享情によって区々である。多くは通常

の財政行為の範囲内では納まらない，危急の必要に対応するために発行されることも，スミスの指

摘しているところである。それ以上に，ここには政府の公債管理上の工夫が大きく影響するので，

公債制度といった場合それは実質的にはこの公債管理制度を指すといって差し支えない。スミス力:,

この点を第5篇第3享において詳細に論述しているのも，政府が公債をなかば永久的な財源に組み
(38)

入れる方向での管理方針にたいして，批判的に对処しようとすることから生じたことであろう。し 

かるに，公債管理は，政府の一方的な方針のみで決められるものではない。貸し手の存在を無視し 

て管理政策を展開することは，土台不可能なことである。ここに公債public d e b t制度が公信用 

public credit制度として捉え直される根拠がある。それと同時に，問題は政府の財政行為レペルの 

問題から，はるかにマクロ経済的な問題として提示されることになるのである。

このような観点からすると，スミスの公債ニ公信用論は大きく二つの部分から構成されていると 

考えられる。まず，スミスは公廣制度のマクロ経済的な位置づけをおこない，そこでは主として公 

信用制度として問題を処理し，それを基礎に，公債管理の実際を論じ，そこから公信用の構造的な 

構成要因と公債管理に基づく利害関係のズレを明らかにしようとする。

イギリス公債制度を公信用制度として捉えるとき，先にも指摘したように民間信用制度とのかか 

わりを無視することはできない。スミスの公信用論も基本的にはこの点の認識から出発する。スミ 

スはつぎのようにいう。

注ひ8 ) この点にかんする叙述において注目すべきは，r減債基金」制度にかんする鋭い観察と見通しの提 

示である。スミスによれぱ，「減債基金はもともと，その税に負担させた利子，つまり年金の支払に 

要する分を超えた税収の剰余から生まれてきたというよりも，むしろ一般には，その後の利子引下げ 

から生まれてきたのである。」iW N , V. iii. 401495ページ）これの意味するところは，公債管理の一 

環としての利払いの必要が，政府によるある種の金融取引を誘導し，公債管理の方向を変化させてい 

ることの認識である。（PFiV, V.iii.40,14Mページ。）
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「商業の発達した社会条件のもとでは，社会的yi諸原S が作用して，このような政府は借り入

れを余儀なくされるのだが，その同じ社会的条件が，臣民のなかに貧付の能力と貸付の意志の
(39)

両方を生み出す。」

さきに述べたように，ここでも商人や製造業者の—— したがって，責:族や土地所有者ではなく一

一貸付能力が前提となっているのだが，それ以上に，政府が借金をしなけれぱならなくなる「社会

的な諸原因」moral causesが問われているのである。このmoral causesとはなに力、。

『国富論』が公債を扱う第5篇第3章でも，スミスは，公債制度を歴史的に特有な制度として徒

え，r商業の祐大と製造業の改善に先立つ社会の未開状と「商業の発達した社会条件」 との2

段階に時代を区分して議論をすすめている。前者の段階においては，「大きな商業資本あるいは製

造業資本といったものは存在しない。個々人は，節約できる貨幣はみな退蔵し，さらにそれを隠匿 
(41) (42)

してしまう。」あるいは，人々のあいだに「貯蓄しようとするかれの自然の傾向」がある。いいか

えれば，「貯蓄につながる節約」がおこなわれていたということになる。先の「社会的な諸原因」

とは，このような貨幣退蔵の慣行が崩れた原因と裏腹になっていることなのである。

ここで注意すべきことは，貨幣それ自体の機能の変化が，商業社会の発展とともに生ずることで

ある。それは端的にいって貨幣を流通〔購買）の手段としてのみ捉え，さらには，交換の媒介と値

値の表示手段（価値尺度手段）として把握するということである。その上で，このような意味での貨

幣が節約の対象となりうるような社会関係が支配的となる，ということであろう。商品の流通過程
(43)

から，退蔵目的で貨幣を引き揚げることは，一方に貨幣の社会的な集積を実現するが，他方で，分 

業の発展を阻害し，商業社会の活動範囲を次第に縮小してゆくことでもある。したがって，商業社 

会をむしろ拡大しつつ，貨幣を節約しうるような体制の構築こそ，追求されるべきなのである。そ 

れにはヒュームが批判の対象とした紙券信用の新たな展開が必要になる。現金通貨としての貨幣に 

代替しうる紙製の「貨幣」= 貨幣代替物の流通があってはじめて，節約概念に新たな意味付与をな 

しうるのである。

このためにスミスが設定した理論装置は，ヒュームとはまったく異なった方向性を与えられた流 
(44)

通二分論であった。ヒュームにおいては，公債が「最も重要な商業から金銀を駆逐し」それを「一
(45)

般の流通」に移すとされていた。これにたいしてスミスの場合には，あくまで社会的再生産を媒介

注 （39) WN. V.iii.5 , 1475ページ。強調引用者。

(4の WN, V. iii.1 , 1470ぺ一ジ。

( 4 1 ) WN, V. iii. 9 , 1477ぺ一ジ。

(42) WN, V. iii. 9 , 1478ぺ一ジ。

( 4 3 )ここで「貨幣の社会的な集積」というのは，商業社会の構成員= 市民が自由に利用可能な形での貨 

幣の參積を意味するものではない。むしろ貨酔の独占を結果するような集積である。これについては, 

マルクスの古典的な規定が想起されるぺきである。（Marx, Das Kapital, Bd. 3 Kap. 36)。

( 4 4 )スミスにおける流通二分論の理論的な意義については，大友敏明「アダム.スミスにおける二つの 

経済循環—— 再生産と通貨• 信用構造—— 」『三田学会雑誌』78卷5号，1985年を参照せよ。

(45) Hume, Economic Writings p.95 115ページ。
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WN. n .iv .1,543ページc 

WN. n .iv .1,548ページ。 

WN, n.iv. 3, 549ページ。

53 CSSS')

する貨幣流通の立場から商人間流通と商人消費者間流通とへの分化が仮定され，最終流通としての

商人消費者間流通における貨敷の流通必要量に究極的に規定されつつ商人間流通において節約の論

理が貫徹し，この節約過程を媒介にしつつ新たな「貨幣」= 信用貨幣が創出されることをあきらか

にしようとするものであった。すなわち，商業流通から金銀が奪われるのではなく，そこで新たな

貨幣が創り出されるのである。市民的政府のもとでこのような機構にたいする一般的承認が与えら

れている状態こそ，ここでいわれる「社会的な諸原因」の根本にあるものなのではなかろうカマこ

のような機構への国家と商人製造業者双方からの信頼が，公債制度を支えている，そのようにスミ

スは考えていたのである。問題は，このような信頼を政府g らが崩すことにある。ここにスミスの

公債制度批判の核心がおかれたのである。

一国の公債制度が信用制度の発展によって支えられていることを，このr社会的な諸原因」なる

タームは物語っている力;，そればかりでなくスミスは，これが他方で利子の取得，すなわち貸し手

の収益性の追求と不可分であることを強調することを忘れていない。 スミスは，第2 篇第4享で
(46)

r利子をとって貸し付けられる資本は，貸し手の側からはつねに資本とみなされる。」としている

が，このことからすれば，貨幣の流通にかかわる節約は，新たな資本の創造でもあるわけである。

では，借り入れた側はこの資本をいかに使うのであろうか。借り手はこの資本を「資本として使用
(47)

することもできるし，あるいはそれを直接の消費のための資材として使用することもできる。」ス 

ミスが期待するところは，貸し手にとっても，借り手にとっても，いずれも資本として使用される 

ことであるのはいうまでもない。すなわち生産的労働の増加のために使用されることなのである。 

ところ力これにも例外がある。スミスはつぎのように述べる。

「資本がふつう貸し付けられるのは，それがなにか有利なことに利用される見込みがある場合 

に限られるが，その例外となるのは，抵当借りをする農村の鄉純たちである。しかしかれらで
(48)

さえ，ただ消費するために借りることは滅多にない0」

いわぱここには，公債制度を動かす公信用関係の原形があるといってよいであろう。ただ貸し手 

の立場からすれば，貸し出した資本が何に使用されるかはどうでもよいのであって，利子を伴って 

回収されることにのみ関心がある。これがスミスによれば第3 の流通領域を構成することになる。 

すなわち，

「このような資本は，ふつうは貨幣で貸し出され，また貨幣で払い戻されるから，金融界mo

nied interest と 呼ばれる ものを構成す る。 これは，農業界と区別されるだけでなく，商工業 

界とも区別される。というのは，農業界と商工業界では，所有者自身が自分の資本を使用する 

からである。けれども，金融界においてさえ，貨幣はいわぱ譲渡HE書に他ならないのであって, 

その譲渡誰書は，所有者たちがS 分で使用する労をとろうとしない資本をある人の手からたの
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手へと運ぶのである。それらの資本は，この運搬用具として役立つ貨幣の額よりもまるで比較
(49)

にならないほど大きい0」

公債制度は，これまでにみたようにニ面的なものであり，公信用としての信用関係と，それ自体 

のなかに政府による金融的な取引を含む公債の管理の両側面があった。とりわけ公信用関係の成立 

根抛は，貸し手，借り手双方の利害の均衡の上に存在するとするスミスの考え方には，上に示した 

ようなmonied interestとしての第3 の流通部面の存在が決定的な意味を持つことになる。 この 

ためには，国民的な信用制度において中核的な位置にあるイングランド銀行までがこうした体制の 

なかに祖み込まれてしまう。こうした方向での信用関係の編成は，まさに利子の追求という固有の 

運動に規定されるものであること力:，スミス利子論の論理に明確に示されている。以下の引用がそ 

のことを具体的に表示しているといえよう。

r イングランド銀行は，自発的にこれらの手形を時価で割り引いたり，あるいは政府と協定を 

結んで，一定の手数料をとって国庫！E * を流通させる。つまり額面価格で引き取るとともに， 

ちょうど満期になっている分の利子を支払うことによって，その俯値を維持し，流通を円滑に
(50)

し，ひいては政府がこの種の巨額の負債をしばしば起こすことができるようにするのである。J 

ここに示されていることは，享実上さきの「金融界」monied in terestと公債制度とが結びつい 

た擬制資本fictitious cap ita lの論理といってよいものである。i禾！J子が，有価証券の価格現象（= 

擬制資本）に埋め込まれる形で，一方でその証券の流通性を保！Eし，他方でそのような流通性を前 

提に利子としての収益をも保証する。まさにここにあるものは，r利子をとって貸し付ける資本」

の論理なのである。スミスは，公債の管理に属する政府の諸々の施策の根底に，近 的 ,信用#J度の 

展開を前提とする公信用関係の存在をあきらかにし，それらが両立し難い状況を開示したのである。

I V 小 括

重商主義における貨幣的経済の認識は，ステュアートによる有効需要の理論に帰結するそれ自体 

の純化傾向を示すだけでなく，いうまでもなく名誉革命体制を維持するための実践的な施策の体系 

としても展開した。その典型的な帰結の表示は，南海泡沫事件に象徴されたように，スミスが鋭く 

指摘した「金融界」の崩壊であった。ここには，重商主義的経済思想の展開の一部としての貨幣的 

経済の認識が，現実すなわちreal capitalの世界との間に大きな懸隔を持っていたということが如 

実に示されている。すなわち，paper-money mercantilism自体が貨幣的経済の認識にとって大き 

な理論的な欠略を持っていたのである。すでにみたように，ヒュームといえどもこのような状況か 

ら逃れえていなかったのである。

注 Gt9) WN. n.iv.5, 551ページ。 この引用文の含意は，スミス貨幣論にとってきわめて重要かつ特徴的 

である。r金融界においてさえ，貨幣はいわば譲渡証書にほかならない」というのは，節約の貫徹と 

利子の取得との関連を明確にしている。

(50) WN. V .iii.11 ,1479ページ。
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一見するところヒュームの見地を受け継いでいるかに思われるスミスの公債論は，『S 富論』全 

体の論理構造との関係においてみるかぎり，上記のような重商主義的な貨幣的経済認識の構造とは 

位相をことにする構成原理を基礎に展開されたものであることがあきらかになる。何よりも，スミ 

スが公債論の展開に先立って，貨幣的な次元を三層の流通構造としてあきらかにし，各々の層が固 

有の通貨構造を持つことを明確にした点を，強調しておかなければならない。公債問題が，公信用 

関係を不可欠の基礎とするかぎり，たとえ，ヒュームの如くそれが最悪の事態であったとしても， 

貨幣的経済の論理にはこれを正当に評価すべきものが認められるとスミスには映ったのである。こ 

のような評価を可能にした要因は，スミスが一見あたりまえと思われる公債制度ニ公信用制度とい
(51)

う図式から，等号を取り去ってみたことにあったのではなかろう力ん

(経済学部教授）

注 （5 1 )敢えていうならば，『国ま論』における公債論を財政問題に解消する従来の伝統的な把握は『国富 

論』理解にとって有効ではない。『国富論』における租税論が，価値と分配の理論とのかかわりにお 

いても把握されねぱならないとする最近の傾向とともに（たとえぱ，O’Donnell,R., Adam Smith's 

Theory of Value and Distribution, a Reappraisal. London 1990 p.104 O . 公債論は，スミスにお 

ける広義の貨幣論の構成部分として読み取られねばならない。
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